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公職
非常勤裁判官（民事調停官）、国土交通省「標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググ

ループ」委員、国土交通省「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」委

員を歴任。現在、マンション管理士試験委員、仙台市マンション管理適正化推進施策検討委員会委員、国土交通大学校・

空き家推進対策研修講師、茅ヶ崎市建築審査会委員、神奈川県建設工事紛争審査会委員等。

著書 『Q&Aマンション法実務ハンドブック【第2版】』（分担執筆）（民事法研究会、2021年）、『新民法（債権関係）の要件

事実』（分担執筆）（青林書院、2017年）、『わかりやすいマンション判例の解説』（分担執筆）（民事法研究会、第4版、

2019年）、『タワーマンションは大丈夫か？！』（分担執筆）（プログレス、2020年）、『請負・建築紛争の法律実務』

（分担執筆）（ぎょうせい、2024年）、『マンション法制の現代的課題』（分担執筆）（日本評論社、2024年）、『新旧

対照でわかる改正区分所有法の要点』（分担執筆）（新日本法規、2025年） 等

論文 「ドイツにおける管理費承継問題に関する理論の現状」マンション学30 号（2008 年）（日本マンション学会奨励賞）、

「借地権マンションにおける地代等支払債務と管理組合―日本法の解釈論とドイツ住居地上権（Wohnungserbbaurecht）

における議論―」 『土地住宅の法理論と展開』（成文堂，2019年）所収、 「共用部分から生じた損害に関する管理組合の

賠償責任の実務」マンション学72号、区分所有法制の見直しに関する要綱を読む（上）（下）」市民と法147号、148号

（2023年）、「区分所有法等改正要綱の解説―第３団地の管理・再生の円滑化を図る方策」自由と正義Vol.75 No.7（2024

年）、「『区分所有法制の見直しに関する要綱』の解説第1回～第4回」マンション管理センター通信2024年4月～7月号、

「共用部分等について生じた請求権にかかる管理者の行使権限に関する立法経緯」マンション学76号（2024年）「改正マ

ンション法制の課題と展望」マンション学81号（2025年）、「改正マンション法における財産管理制度の意義と限界」法

律時報97巻8号（2025年）、「改正マンション法のポイントと実務への影響―区分所有建物の管理と再生の円滑化」ビジネ

ス法務2026年1月号、「区分所有法改正への管理組合の対応」マンション管理センター通信2025年11月号 等
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マンション法の改正

■ 2025年５月23日 区分所有法の改正が成立（同月30日公布）

■正式名称：老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有

等に関する法律等の一部を改正する法律

■区分所有法（建物の区分所有等に関する法律）

■被災区分所有法（被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法）

■マンション管理適正化法（マンションの管理の適正化の推進に関する法律） 

■マンションの建替え等の円滑化に関する法律

（名称変更）マンションの再生等の円滑化に関する法律 

■独立行政法人住宅金融支援機構法

■改正後の区分所有法 「新区分所有法」

■改正前の区分所有法 「旧区分所有法」
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マンション法の歴史
区分所有法制定前

■旧民法208条（共用部分の共有推定・修繕費等の費用負担割合）
同257条（共用部分の共有物分割禁止）

1962年 ■建物の区分所有等に関する法律（区分所有法）（昭和37年法律第69号）制定

1982年
■中高層共同住宅標準管理規約（現マンション標準管理規約）以後数度改
正

1983日 ■区分所有法改正（昭和58年法律第51号）

1995年
■被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法（被災区分所有法）（平成７

年法律第４３号）制定

2000年 ■マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）制定

2002年

■マンションの建替えの円滑化等に関する法律（マンション建替え等円滑
化法）（平成１４年法律第７８号）制定

■区分所有法、マンション建替え円滑化法、被災区分所有法改正（平成14年法律

第140号）

2014年 ■マンション建替え等円滑化法改正（平成26年法律第80号）

4



最近のマンション法・政策の動き

2020年

■マンション管理適正化法改正（令和2年法律第62号）（2022年施行）
管理計画認定制度、行政による助言、指導・勧告

■マンション建替え等円滑化法改正（令和2年法律第62号）

マンション敷地売却の対象拡大、団地敷地分割

2022年
■今後のマンション政策のあり方に関する検討会

「二つの老い」の対応のための管理・修繕・再生のあり方

■法制審議会区分所有法制部会（2024.1要綱案）

2023年
■標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関する
ワーキンググループ

■外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ

2025年3月4日
■改正法案が閣議決定 国土交通省が法案提出
「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に
関する法律等の一部を改正する法律案」 （以下、「改正マンション法」という）

2025年5月23日 ■改正マンション法が参議院で可決、成立（５月３０日公布）

2025年6月～
■マンション標準管理規約の改正の検討開始（１０月１７日に公表）
■マンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会
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区分所有法改正の背景

区分所有建物の管理と再生の円滑化

法制審議会・区分所有法制部会（法務省の諮問機関）にて１年半あまり審議

二つの老い・
グローバル化

所有者不明化・
非居住化

老朽化建物の管理・
再生のための合意形成の課題

23年ぶりの改正
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国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001903886.pdf 7



国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001903887.pdf
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国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001750158.pdf
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国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001750158.pdf 10



国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001598520.pdf
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国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001903860.pdf 12



国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001598520.pdf 13
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改正マンション法案提出の理由

老朽化したマンションの増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、マンションその他の

区分所有建物の管理及び再生の円滑化等を図るため、区分所有建物の再生等の実施の

円滑化、集会の決議要件の合理化、所有者不明専有部分管理命令の制度の創設、敷地

共有者等集会制度の対象範囲の拡大、マンション管理適正化支援法人の登録制度の創

設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

マンションは、その総数が700万戸を超え、我が国における重要な居住形態の一つと
なっている一方で、建物と区分所有者の「二つの老い」が進行し、外壁の剝落等の危険
や集会決議の困難化などの課題が顕在化
このため、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管

理及び再生の円滑化等を図ることが必要 国土交通省ウェブサイト https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000224.html
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新区分所有法の施行日と現行管理規約との関係

16

■ ２０２６年４月１日に施行（改正法附則１条）

■施行日にすでに存在するマンションにも適用される（同２条１項本文）

■総会の招集日と新区分所有法の適用の関係についての注意！
⚫ 新区分所有法の施行日前に「旧区分所有法の規定により招集手続が開始された集会
については、なお従前の例による」とされている（改正法附則２条２項）。

⚫ 2026年３月31日までに招集した総会には（総会開催が４月１日以降でも）、旧区分
所有法が適用される。 

■2026年４月１日時点で新区分所有法と抵触（バッティ
ング）する管理規約の定めは無効



新区分所有法の概要
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■マンションの管理の円滑化のための新たなしくみ

■マンションの再生の円滑化のための新たなしくみ

• 区分所有者の責務
• 出席者多数決の仕組み
• 所在等不明区分所有者を決議の分母から除外する仕組み
• 共用部分の変更決議の多数決要件の緩和
• 区分所有者が国内にいる場合の国内管理人

• 建替え決議の要件緩和
• 建替え決議がされた場合の賃貸借の終了請求
• 建替え以外の新たな再生手法

本日扱うポイント



マンションの管理の円滑化のためのしくみ
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区分所有者の責務

区分所有者の責務（新区分所有法５条の２）
区分所有者は、第３条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附
属施設（同条後段の場合にあつては、一部共用部分）の管理が適正かつ円滑に行わ
れるよう、相互に協力しなければならない。

19

■ここでいう区分所有者の責務は、広く社会に対して区分所有者が区分所有
建物を管理する義務を負うという意味ではなく、区分所有者の団体の中で
相互に負う義務。

■違反に対する具体的効果はない。

■集会決議を出席者多数とすることや除外決定の理論的基礎になるもの。



出席者多数決の仕組み

20

Aマンションは、50戸のマンション（1住戸1議決権）である。

規約改正を上程した総会では30人の区分所有者が出席し（委

任状・議決権行使書含む）、内23人の区分所有者が賛成した

（全体の46％の賛成）。

規約改正は成立するか？

ケース



出席者の多数決により決議可能に
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■区分所有権の処分を伴わない決議を対象に出席者多数決
①普通決議
②共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く）の決議
③復旧決議
④規約の設定・変更・廃止の決議 
⑤管理組合法人の設立・解散の決議
⑥義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決 議及び専有部分の引渡し等
の請求の決議

⑦管理組合法人による区分所有権等の取得の決議
※建替え・建物敷地売却・取壊しのような区分所有権の処分を伴う決議は対象外

■定足数：総区分所有者及び総議決権の各過半数（②～⑦普通決議以外。緩和できないが上乗せできる）

■出席者＝総会の現実の出席者＋議決権行使書提出者＋委任状提出者

■招集通知に議案の要領を全ての議案について記載しなければならない

■招集期間の最短期間は１週間に（法律上１週間と規定されている総会招集期間を伸ばせるが短縮できない）



出席者多数決で管理規約改正が成立
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出席者多数決になる決議のまとめ

決議の種類 決議要件 新区分所有法の条文 定足数
① 普通決議 出席者の過半数（ただし規約で別段

の定め可）

18条1項、39条1項 なし

※標準管理規約

では定足数を定

めている

② 共用部分の変更（その形状又は効用の著し

い変更を伴わないものを除く）の決議

出席者の３／４以上の賛成 17条1項 総区分所有者

及び総議決権

の各過半数③ 復旧決議 出席者の２／３以上の賛成 61条5項

④ 規約の設定・変更・廃止の決議 出席者の３／４以上の賛成 31条1項

⑤ 管理組合法人の設立・解散の決議 出席者の３／４以上の賛成 47条1項、55条2項

⑥ 義務違反者に対する専有部分の使用禁止請

求・区分所有権等の競売請求の決議及び専

有部分の引渡し等の請求の決議

出席者の３／４以上の賛成 58条2項、59条2項、

60条2項

⑦ 管理組合法人による区分所有権等の取得の

決議

出席者の３／４以上の賛成 52条の2
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所在等不明区分所有者を決議の分母から除外する制度
（除外決定）

24

Aマンションは、50戸のマンション（1住戸1議決権）である。

建替え決議では39人の区分所有者が建替えに賛成した。

建替え決議は成立するか？

なお、区分所有者のうち1名は亡くなり、その相続人全員が

相続放棄していた。

また別の1名は施設に入ったと聞くが住民票を移しておらず

どこに行ったか分からない。

ケース



裁判手続により除外決定
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■所在等不明区分所有者がいる場合、裁判（非訟事件手続）により、決議
の分母から除外する制度が創設される（新区分所有法３８条の２）

■所在等不明区分所有者＝区分所有者を知ることができず、又はその所在
を知ることができないとき
• 相続人全員が相続放棄
•住民票を追うなど必要な調査を尽くしたがどこに行ってしまったかわからない
•法人区分所有者の所在が分からず実態もなくなっている

■除外決定後は、招集通知も送らなくてよい（新区分所有法３５条１項）



除外された区分所有者は決議の分母にカウントしない
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共用部分の変更決議の緩和

27

Aマンションは、 50戸のマンション（1住戸1議決権）であ

る。エレベーターが設置されていないので、共用部分の変

更決議によりエレベーター設置を決定しようとしたところ、

35人が出席し（委任状、議決権行使書含む）、うち25人

（全体の50％、出席者の71％）の賛成であった。エレベー

ター設置のための変更決議は成立するか。

また、免震化する耐震補強工事の場合はどうか。

ケース



共用部分の変更決議の緩和事由
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■共用部分の変更決議は出席者多数決（新区分所有法１７条１項）
■決議要件
• 原則 出席区分所有者及び出席議決権の各４分の３以上（新区分所有
法１７条１項）
•耐震化工事やエレベーター設置などの緩和事由が認められる場合には
各３分の２以上の多数決決議に緩和（同条５項）

【緩和事由：新区分所有法１７条５項】
①共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利又は法律上保護され
る利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、その瑕疵の除去に
関して必要となる共用部分の変更（耐震性不足、給排水管からの水漏れ等）

②バリアフリー化のための共用部分の変更（エレベーター設置など）
高齢者、障害者等の移動若しくは施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上若しく

は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更



耐震化・バリアフリーなどは決議要件緩和
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区分所有者が国外にいる場合の国内管理人

30

■区分所有者が、国内に住所又は居所（法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び
第三項において同じ。）を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用
部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を
選任することができる（新区分所有法６条の２）

■国内管理人の権限
①保存行為：専有部分の水漏れに対応するなど現状を維持する行為
②専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為：専有部分の貸出し、リ
フォーム

③総会の招集の通知の受領  
④総会における議決権の行使
⑤共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務又
は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済：管理費・修繕積立金の支払

■国内管理人の選任を区分所有者に義務付けるのであれば、管理規約で定める必要がある。



マンション標準管理規約の改正
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マンション標準管理規約の改正

32

■ ２０２５年１０月１７日
区分所有法改正に対応して、国土交通省「マンション標準管理規約」改正版公表

■管理規約改正にあたっては、マンション管理士会・管理組合団体など専門家にも相談

■改正の内容 ①マンション法改正への対応 ②社会情勢の変化への対応



新区分所有法の施行により無効になる管理規約の規定

33

2026年4月1日に無効になる管理規約の条文 無効となる理由

特別多数決議のうち、「組合員総数の４分の３以上及

び議決権総数の４分の３以上で決する」としている規

定

建替え決議等区分所有権の処分をともなう決議を除

き、全て出席者多数決の制度が導入される

上記特別多数決議についての総会成立のための定足数

を、「議決権総数の半数以上」としている規定

普通決議以外の特別多数決議の定足数は、総区分所

有者及び総議決権の各過半数となる

復旧決議について、「組合員総数の４分の３以上及び

議決権総数の４分の３以上で決する」としている規定

復旧決議は、出席区分所有者及び出席議決権の３分

の２以上の決することになる

総会の招集期間の例外として、緊急を要する場合に、

5日を下回らない範囲において、招集期間を短縮でき

るとする規定

新区分所有法により、総会招集通知を会日より少な

くとも１週間前に送付するとの原則につき、「伸

長」することができるが、「短縮」ができなくなっ

たため（新区分所有法35条１項ただし書）「１週間

を下回らない範囲」としなければならない
※規約の規定が無効になるわけではないが、新区分所有法によりすべての議題について「議案の要領」を示すことが必要
になるのでそれを追加した方がよい。また、新区分所有法では建替え決議など再生決議に関しても緩和要件が加わったの
でそれも追加した方がよい。



マンション標準管理規約の改正のポイント① 改正法対応
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■出席者多数決：特別多数決議事項について出席者多数決に改めている（定足数も）

■普通決議の定足数を「議決権総数の過半数」に（半数ちょうどは含まないことになる）

■共用部分の変更決議の緩和、復旧決議の緩和

■国内管理人選任のルール、届出書式等（コメントで義務化する場合の規定例も示した）

■総会招集時の通知事項等の見直し

以下の標準管理規約の新旧対照表は国土交通省ウェブサイトより引用



35

■出席者多数決：特別多数決議事項について出席者多数決に改めている（定足数も）

■普通決議の定足数を「議決権総数の過半数」に（半数ちょうどは含まないことになる）

住戸数の少ない小規模マンション等においては、 第１項の総会成立の定足数について、令和７年の標準管理 規約改正前と同様
に「議決権総数の半数以上」とすること も考えられる。



■総会招集時の通知事項等の見直し
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■共用部分の変更決議の緩和、復旧決議の緩和

イの事由の具体例：耐震性の不足や火災に対する安全性の不 足、外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれがある とき、給
排水管等の腐食等により著しく衛生上有害となる おそれがあるときなどが該当する（コメント47条関係⑦）。

現行の耐震基準を満たさないことに対処す るために、基礎部分等を切断して免震構造化を図る工事 や、構造躯体に壁や筋
かいなどの耐震部材を設置する工 事で基本的構造部分への加工が大きいもの（コメント47条関係⑧イ）。

ロの事由の具体例：エレベーター設置工事（コメント47条関係⑧ア）

４７条（総会の会議及び議事）

37



■配管等の全面更新に関するルールの整理

■この規約の定め方をすれば配管等の全面更新が可能（改正前の解釈どおり）
■規約の定め＋総会の決議 が必要であることを明確化 ※保存行為等とは？【参照①】
■総会の決議は、標準管理規約47条第3項3号（狭義の管理の場合）または同条第4項第2
号（変更の場合）により行う【参照②】

■衡平性確保措置は標準管理規約の規定には表現されていないが、区分所有法に従って実
施しなければならない。
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■参照

【参照②】コメント２１条関係⑦
第２項の規定は、区分所有法第17条第３項及び区分所有法第18条第４項にいう規約の特
別の定めに該当し、第２項中の「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となっ
た部分の保存行為等（区分所有法第17条第３項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下
同じ。）を共用部分の管理と一体として行う」ことは、第47条第３項第三号及び同条第４
項第二号中の「敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等」に
含まれる。 

39

【参照①】保存行為等とは？
共用部分の変更に伴い必要とな る専有部分の保存行為又は専有部分の性
質を変えない範囲内にお いてその利用若しくは改良を目的とする行為
（新区分所有法17条3項）



■参照
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４７条（総会の会議及び議事）



■国内管理人選任のルール、届出書式等（コメントで義務化する場合の規定例も示した）

41

国内管理人の選任を義務化しない場合
選任後の届出はしなければならない

国内管理人の選任を義務化する場合
コメントに規定例を置いた



■国内管理人選任の届出書式

42

コメントにおいて、
・国内管理人の法定の権限を削れないこと
・権限を加えることができること
・管理費等の弁済は権限であって義務ではないこと
を示した。

「区分所有法第6条の２に定める国内管理人を選任し
た」と明記することで区分所有法の国内管理人である
ことが明らかになる。国内管理人らしき者」が選任さ

れる問題ことを排除できる。



■国内管理人の総会での扱い方

43



新区分所有法の施行日と管理規約改正のプロセス
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パターン①・施行日より前に招集通知を発送

社会情勢等を踏まえた見直し

２０２６．４．１より前に 管理規約改正決議【２０２６年４月１日に発効】

総区分所有者及び議決権総数の４分の３以上

２０２６．４．１   改正区分所有法施行

２０２６．４．１より後に 管理規約改正決議【即時発効】

出席者（実際の出席者＋議決権行使書＋委任状）の４分の３以上

定足数は総区分所有者及び議決権総数の過半数

パターン②・施行日以後に招集通知を発送

※施行日前に招集通知を発送すると旧区分所有法が適用（附則2条2項）



新区分所有法の施行と総会決議及び管理規約の関係
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2026年4月1日

パターン①

招集通知発送 総会開催

パターン①

招集通知発送 総会開催

新区分所有法適用
出席者多数決〇

旧区分所有法適用
出席者多数決×

新区分所有法と抵触する管理規約の定めは無効旧区分所有法適用

旧区分所有法適用
出席者多数決×

集会決議に関する経過措置
（改正法附則2条2項）

規約に関する経過措置（改正法附則2条3項）

パターン②

招集通知発送 総会開催



各マンションにおける管理規約の改正の具体的な流れ
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パターン① ２０２６年３月３１日までに総会招集通知を発送する場合

■総会前理事会において総会議案の確定 ※事前の専門委員会での検討や説明会開催もご検討ください

・議案の要領：管理規約改正案 改正する管理規約の条文の全てを記載
・総会議案において、「この改正は、令和８年４月１日から効力を発することとす
る。」と記載

■総会当日
総区分所有者及び総議決権の各４分の３以上の賛成であれば可決成立
（議決権行使書及び委任状を含む）

■総会の会日の２週間前までに招集通知を発送（各管理組合の規約を確認してください）



各マンションにおける管理規約の改正の具体的な流れ
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パターン② ２０２６年４月１日以後に総会招集通知を発送する場合

■総会前理事会において総会議案の確定 ※事前の専門委員会での検討や説明会開催もご検討ください

・議案の要領：管理規約改正案 改正する管理規約の条文の全てを記載
・総会議案において、「この改正は、承認後直ちに効力を発することとする。」と記載

■総会当日
出席区分所有者及び出席議決権（実際の出席者＋議決権行使書＋委任状）の各４分の３以上

 定足数は総区分所有者及び議決権総数の過半数

■総会の会日の２週間前までに招集通知を発送（各管理組合の規約を確認してください）
※２０２６年４月１日以降に招集通知を発送する。

※例外的に「緊急を要する場合には、理事長は、理事会の 承認を得て、５日間を下回らない範囲において」
召集のための期間を短縮する ことができる旨の管理規約の定めがあっても、新区分所有法の最低招集期間は

１週間なので、緊急の場合であっても１週間前に招集通知を発しなければならない。 



ご清聴ありがとうございました。
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